
【通訳案内研修について】

○登録研修機関及び通訳案内研修実施スケジュール一覧（2022年5月現在）

2022年中の研修予定

電話番号 メールアドレス （2022年5月現在）

（一社）九州通訳・翻訳者・ガイド協会 092-710-1150 kankocho-kenshu@k-itg.or.jp

7月9日 ＠対面（宮崎県宮崎市）
7月23日 ＠対面（福岡県福岡市）
秋期＠対面（沖縄県）
12月17日＠対面（福岡県福岡市）

（協組）全日本通訳案内士連盟
(JFG:Japan Federation of Certified Guides) 03-3380-6611 jfg@nifty.com

6月30日10時～7月6日17時@オンライン
※期間中は24時間受講可能、詳細はHPにて公開
（https://jfg.jp/）

（特非）通訳ガイド＆コミュニケーション・
スキル研究会(NPO法人 GICSS研究会)

03-3706-9861
070-5072-9861 info@gicss.org

12月10日
※詳細は研究会HPにて公開
　(http://gicss.org/ja/)

（一社）ひろしま通訳・ガイド協会 082-245-8346 higa@urban.ne.jp

12月3日10：00－12：30＠対面（広島市内）/オンライン
12月10日10：00－12：00＠オンライン※自主研修
*詳細は、8月中旬に協会HPにて公開
（https://www.j-higa.net/seminar/index.html）

（株）富士アカデミー 03-3556-4471 info@fuji-academy.co.jp
2022年6月以降＠オンライン
※詳細はHPにて公開
　(https://fuji-academy.co.jp/legal/lecture.html)

（特非）日本文化体験交流塾（IJCEE） 03-6432-0192 info@ijcee.com

随時＠オンライン　常時24時間受講可能
※メンテナンス時を除く
※詳細はHPにて公開
　( https://www.ijcee.jp/tourokukikan/ )

（株）トラベリエンス(ラーンウィズコーチ) 03-6830-0896 contact@learnwithcoach.com 毎日(24時間受講可能)＠オンライン
※詳細・申込は「ラーンウィズコーチ」を検索

ジェイエコツアー（株）
札幌&北海道コンシェルジュセンター

011-770-5000 jplaza1954@gmail.com 毎日（年末年始を除く）@対面（北海道江別市）
※1名から開催

（一社）日本観光通訳協会
（JGA：Japan Guide Association）

03-3863-2895 info@jga21c.or.jp 

6月18日＠対面
6月23日＠対面
以降＠対面および＠オンライン（予定）
※最新情報詳細は協会HPにて公開
　（https://www.jga21c.or.jp/ ）

（一社）関西通訳・ガイド協会（KIGA） 06-4309-6960 hp@kiga-hp.org
随時＠オンライン又は対面
※日程は協会HPで公開
　(https://kiga-hp.org/guide-seminar/)

（株）ノットワールド
（Japan Wonder Guide) 03-6661-7134 jwg@knotworld.jp 随時＠オンライン＆実地

※本予定は、変更となる場合があります。

※研修の詳細等(研修内容・料金・受講方法・日程等)につきましては、各登録研修機関にお問い合わせください。

※通訳案内研修について、詳しくは観光庁の「通訳ガイド制度」のページをご覧ください。

　（https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html）

名称
問い合わせ先

　改正通訳案内士法の施行（2018年1月4日）により、通訳案内の質の維持・向上を図る観点から、全国通訳案内士は、登録研修機関が実施する通訳案内研修（登
録研修機関研修）を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。
　法改正以前の通訳案内士試験に合格し、登録を受けた全国通訳案内士におかれましては、施行日（2018年1月4日）から５年以内（2023年１月３日まで）が
研修（1回目）の受講期限となります。
　もし受講義務に違反した場合、その登録が取り消される可能性があります。

※初回研修を受講した方につきましては、研修後５年以内に再度通訳案内研修を受講するよう義務付けられています。
　　２回目以降の研修につきましても同様に、５年以内に通訳案内研修を再度受講してください。

※通訳案内研修は、2018年1月3日以前に都道府県に登録された方を対象とした観光庁研修（2017～19年度に実施、現在は終了）とは異なります。
　 観光庁研修の受講状況に関わらず、通訳案内研修の受講が義務付けられていますので、必ず期限内に受講してください。

※氏名、住所等の登録事項について変更が生じた場合は、遅滞なく登録を受けている都道府県に届け出いただく必要がございます。
   届出内容と実態に乖離がある場合、通訳案内研修を受講いただいても、その履歴を行政が確認できない場合がございますので、ご留意ください。


